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１ するが観光レポートとは 

（１）概要 

近年、観光業界ではデータに基づく戦略的な施策展開や効果検証が求められ、事業

の企画・立案にあたっては、地域の観光を取りまく現状の把握が重要になっている。 

しかし、観光関連のデータは多岐に渡り、観光庁をはじめとする国の省庁・機関の

ほか、地方自治体や民間企業など幅広い組織・団体から公表されていることから、そ

れら全てをタイムリーに把握するのは容易ではない 

そこで、するが企画観光局は、地域連携ＤＭＯとして行政や観光関連事業者による

効果的な取組を下支えするため、観光関連データを集約・整理した「するが観光レポ

ート」を作成し、公表している。 

なお、当レポートは最新データを反映するため随時更新しており、利用者からの意

見や要望に応じて新たな項目を追加するなど内容の充実を図っている。 

 

（２）ＤＭＯ対象地域 

静岡県中部地域 （静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町の５市２町） 

当地域では、1965年に静岡県中部地域の市町及び商工団体、観光協会等で構成す

る「静岡県中部地区観光協議会」を設置し、当地域での広域観光の推進を図ってきた

ほか、民間の観光事業者などで構成される広域観光協議会も静岡県中部地域の事業者

が中心となって構成されている。 

また、2016年３月末には、当地域が目指す将来像とその実現に向けた具体的取組

を示す「しずおか中部連携中枢都市圏ビジョン」を策定し、観光をはじめ幅広い分野

で連携を深化させている。 
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（３）構成自治体の概要 
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出典：静岡市「第２期 しずおか中部連携中枢都市圏ビジョン（2024年３月）」から

引用 
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２ 市場全体の動向 

（１）旅行者数 

①日本人の国内旅行 

・日本人の国内旅行の延べ旅行者数は６億人前後で推移しているが、2018 年、

2019 年は６億人を下回るなどやや低調であった。 

・2020 年、2021年は、コロナ禍で延べ旅行者数は従来の半分程度となったが、

2023 年は 2019年比 15.2％減、2024年は同８％減と、2019 年水準には達しない

ものの回復傾向にある。 

・中部地方への旅行者は、平時で 8,000万人前後、約 13％を占めていており、こ

ちらも 2024年は 7,058 万人（2019 年比 95.6％）と概ね回復している。 

 

 

 

出典：観光庁「旅行・観光消費動向調査」 
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②訪日外国人 

・日本に入国する外国人は、10年程前までは年間 1,000万人に満たなかったが、

アジア諸国の経済発展やビザに関する規制緩和、また、2013 年９月の東京五輪

の開催決定に象徴される日本への注目・関心の高まりなどを受けて急増した。 

・コロナ禍においては、月間訪日外客数は３万人に満たない月もあったが、2022

年３月から入国規制が段階的に緩和されており、2022年 12 月には月間 100万人

超となり、2023年６月以降は月間 200万人超の水準で推移している。 

・2024 年の年間訪日外客数は過去最高の 3,687万人となり、これまで最高であっ

た 2019 年の 3,188 万人に対し 15.6％増となった。 

・2025 年４月は、推計値ながら初めて単月として 390万人に達し過去最高となっ

た。一方５月は 369万人と前月より値を下げたものの、前年同月比＋21.5％と、

依然として伸びを見せている。 
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出典：日本政府観光局(JNTO)「訪日外客統計」 

※2024 年の年間値は暫定値、2025年 4月、5月の値は推計値 

  



10 

（２）宿泊者数 

①全国 

・全国の延べ宿泊者数は、外国人観光客の増加等により、2019年に全国で 5億

9,592 万人（2011 年比※１ ＋42.8％）、静岡県で 2,343万人（2011年比※１ ＋

20.7％）を記録するなど、直近 10年は増加傾向が続いた。 

・客室稼働率は、2019 年に全国 72.0％、静岡県 65.5％を記録するなど、2011年

※１から＋10ポイント以上の上昇となった。 

・2020 年以降はコロナ禍のため、延べ宿泊者数は全国、静岡県ともに▲40％程度

の減少、客室稼働率は全国で▲30ポイント以上、静岡県で▲20ポイント以上の

低下となった。 

・2024 年の延べ宿泊者数は全国で６億 5,906万人（2019年比 ＋10.6％）とな

り、コロナ前の水準を大きく上回った。静岡県は宿泊者数、客室稼働率ともに

2019 年の値までは届いていないものの、いずれも 2023年より値は増加してい

る。 

※１･･･「宿泊旅行統計調査」が調査対象を現行に変更した後の最初の年間値 
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出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」 
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②外国人 

・外国人延べ宿泊者数は、2019年に全国で１億 1,566万人（2011年比※１ 

＋527.9％）、静岡県で 249万人（2011年比※１ ＋654.5％）と急増した。 

・2020年以降は、コロナ禍のため▲95％以上の減少となった。 

・全国に占める静岡県の割合は２％前後で推移している。 

・2022 年は、10月より入国者数の上限撤廃に加え、個人旅行の受入れやビザ免除

措置の再開等を実施したことを受けて宿泊者数が回復の兆しを見せ、2024年に

は全国で１億 6,447万人（2019 年比 ＋42.2％）とコロナ禍前の数値を大幅に

上回った。ただし、静岡県の割合は 2022年以降１％前後と、全国の回復傾向に

は追い付いていない。 

※１･･･「宿泊旅行統計調査」が調査対象を現行に変更した後の最初の年間値 

 

 
出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」 
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（３）旅行消費額 

①日本人の国内旅行 

・日本人の国内旅行消費額は約 20 兆円で、2012年以降は緩やかに増加している。

なお、2014年は消費税増税等、2018年は自然災害の多発等の影響でやや低く、

2020 年は、新型コロナウイルスの感染拡大により消費額は 10兆円に留まった。

2024 年は 25兆 1,536億円となり、前年比 14.8％増、2019 年比で 14.7％増と大

幅な伸びを見せた。 

・四半期ごとの推移は、コロナ禍において緊急事態宣言等の発出や需要喚起策の影

響を受けて増減したと見られるが、2022年からは従来の繁閑時期と同様の傾向

となった。なお、2024年７－10 月期は 2020 年以降で最も高い水準となった。 

・１人１回あたりの旅行支出では、コロナ禍前の 2019年に宿泊旅行で＋11.7％増

（2011 年比）、日帰り旅行で＋4.6％増（2011年比）と微増だったが、2020

年、2021 年は宿泊旅行でやや低下した。2024年速報値では、宿泊旅行 69,362円

/人、日帰り旅行で 19,533円/人と、過去最高であった 2023 年をいずれも上回っ

た。 
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日本人の国内旅行消費額 推移（年間） 

 

日本人の国内旅行消費額 推移（四半期・速報値） 

 

 

出典：観光庁「旅行・観光消費動向調査」 
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②訪日外国人 

・訪日外国人の旅行消費額は、東京五輪の開催を契機とする日本への関心の高まり

や積極的な誘客施策の展開により大きく増加し、コロナ禍前の 2019 年には 2011

年の約６倍となる５兆円に迫る規模となった。 

・コロナ禍となった 2022年の訪日外国人の旅行消費額は、2019 年と比べて▲

81.3％の減少となった。 

・2024 年の訪日外国人旅行消費額は８兆 1,257億円（2019年比 +68.8％、2023

年比 +53.1％）と、過去最高であった 2023 年を更に大きく上回った。１人当た

り旅行支出は 22万７円（2019年比 43.3％増）となった。 

 

 

 

出典：観光庁「インバウンド消費動向調査（旧 訪日外国人消費動向調査）」 
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（４）旅行業者取扱額 

・旅行業者の取扱額は減少傾向にあり、2015年度以降にその傾向が加速している。 

・コロナ禍では、海外旅行が困難な状況であるほか、団体旅行や遠距離移動の敬遠、

マイクロツーリズムの割合の高まりなどの影響から、2021年度の主要旅行業者の

取扱額は、2019年度比で▲69.5％の減少となった。 

・2022年度から回復傾向に転じたが、2024年度は 2023年度比+1.2％とほぼ横ばいで

あった。構成比では、国内旅行が減少した一方で海外旅行は増加している。 

 

 

   出典：観光庁「主要旅行業者の旅行取扱状況年度総計」 
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（５）総生産額 

（静岡県） 

・県内総生産は、西部を中心に、第２次産業の占める割合が大きく（４割超）、全国

有数の「ものづくり県」である。（参考：国内
．．

総生産の構成比は概ね次のとおり。

第１次産業：１％程度、第２次産業：25％程度、第３次産業：75％） 

・2019年までに「リーマン・ショック」後の落ち込みを回復したが、以降は長引く

新型コロナウイルス感染症の影響の下にあった。ただし、2021年から厳しい状況

は徐々に緩和され持ち直しの動きがみられる。 

・県内総生産に対し、観光産業（宿泊・飲食サービス業）の占める割合は、全国平均

（7.5％程度）と比較すると相対的に低く、2.3％～2.5％の間で推移してきた。さ

らに、コロナ禍においては 1.7％～1.8％と低くなった。 

 

  

 
出典：静岡県「静岡県の県民経済計算」 
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（中部地域）  

・中部地域の経済活動別構成比は、比較的県の構成に近い。第一次産業である「かつ

お・まぐろ」の遠洋漁業や、「しらす・桜えび」といった沿岸漁業が盛んである。

これに加え、牧之原台地などの「お茶」の特産地としても有名である。第二次産業

としては、これらを利用して加工商品化する「缶詰」の生産のほか、「家具」「雛

具」といった伝統産業も集積している。さらに、清水港は県下最大の輸出入額を誇

る国際貿易港として発展しており、第３次産業である物流の拠点が集積している。

また、県都静岡市を有し、行政、商業都市として公務や金融の構成比が高い。 

・このような背景から、中部地域における総生産に対する観光産業（宿泊・飲食サー

ビス業）の占める割合（2021年度）は相対的に低い。静岡県の 1.3%（231,632 百

万円）を上回るのは川根本町の 2.1％（482百万円）のみとなっている。 
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2021年度 県内の経済活動別特化係数 

 

 

 

 

 

出典：静岡県「しずおかけんの地域経済計算」（2020 年度） 
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市町別「宿泊・サービス業」の生産額と総生産に対する構成比 

 

 

出典：静岡県「しずおかけんの地域経済計算」（2021 年度） 
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（６）家計消費状況調査 

・全国の１世帯あたりの旅行関連の支出は、月平均 7,000円前後（１年間で８万円程

度）で推移していたが、2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、月平均 2,000円台（１年間で３万円程度）まで減少した。また、対象品目全体

に占める割合も低下し、旅行関連の支出の落ち込みが目立った。2022年度以降は

回復傾向であったが、2024年度は支出額、全体に占める割合ともに 2019年度をや

や上回る水準まで回復した。 

・東海地区も全国同様に 2019年度水準まで回復し、金額については全国平均をわず

かに上回った。 

 

 

 

 

出典：総務省「家計消費状況調査」 
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（７）インターネットでの検索動向 

・「観光」というキーワードの月別検索動向は、2017～2019年度においては８月に

ピークを取り、６月及び 10～３月の期間はやや値が低下する傾向となり、12月が

最低値となる。 

・2020～2022 年度において、検索数は全体的に低下した。また 10月がピークを取る

など、コロナの蔓延、緊急事態宣言、観光関連施策の実施などの影響を受け、月別

の傾向に変化が見られた。 

・2023年度には、全体的な検索数、傾向ともに、2019年度以前と同等に回復した。

2024年度については、月別の推移傾向は概ね 2023年度及び 2019年度以前と同様

であるが、全ての月において値はやや低下している。 

・2025年度においても低下傾向は継続しており、４月、５月は 2024年度よりも低水

準で推移している。 

 

 

 

出典：「Google トレンド」のデータをもとにするが企画観光局が作成 

   *2017 年４月～2025 年５月の月別トレンドを抽出し、系列ごと同月で平均した。 

値は、期間中の最高値である 2018 年８月を 100 とした相対度数。 

  



23 

（８）新型コロナウイルスの感染者数と関連施策 

・旅行客数や宿泊者数に影響を与える、緊急事態宣言等の感染拡大防止策や全国旅行

支援などの旅行需要喚起策の実績は次図のとおり。 

 

出典：・厚生労働省オープンデータ（静岡県の新規感染者数データ） 

 ※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、 

2023年 5月 7日分までが最終集計値となっており、今後の更新は未定。 

・するが企画観光局調べ（コロナ関連施策） 



 

 



 

３ 来訪者の動向 

（１）観光レクリエーション客数 

静岡県、中部地域（年度別） 

・2019 年度の観光レクリエーション客数は、約 30年前の 1991年度から静岡県 

＋53.7％、中部地域 ＋99.9％と大幅に増加した。 

・中部地域では、2010 年度に「静岡ホビーフェア（約 160万人）」、「島田大

祭・帯祭り（約 40 万人）」、「藤枝大祭り（約 22万人）」などの大規模イベン

トの開催や富士山静岡空港における韓国便の好調などから約 3,650万人と調査開

始以来の最高値を記録した。2013 年度も富士山の世界文化遺産登録等により同

程度の水準となったが、その後は減少し、直近は約 3,300 万人で推移している。 

・2020 年度はコロナ禍となり、中部地域において約 1,400万人（前年度比▲

55.6％）と減少したほか、大規模イベントの中止などの影響から静岡県全体の客

数に占める割合も低下した。 

・2022 年度は、中部地域においてコロナ禍前の 2019年度比 79.8％まで回復し、中

部地域が占める割合も 23.6％とコロナ禍前の 24.9％と同程度の水準となった。 

・2023 年度は、中部地域の 2019年度比は 94.8％まで回復が進み、中部地域が占め

る割合については、25.4％と微増となり県の回復ペースを上回った。 

 

 

出典：静岡県「静岡県観光交流の動向」 
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【参考】市町別 観光レクリエーション客数の推移 
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（２）宿泊者数 

①静岡県、中部地域（年度別） 

・中部地域の延べ宿泊者数は、2019 年度に約 293 万人（1991 年度比 ＋15.7％）と

直近の約 30年で最高を記録した。 

・静岡県全体では、直近の 30年間では主に伊豆地域での減少が影響し、大きく減

少している。 

・中部地域では、平成 24年度頃までは経済情勢の悪化もあり、1992年度の 254万

人を上回ることなく推移したが、富士山が世界文化遺産に登録された平成 25年

度から回復・増加の傾向が現れはじめた。 

・コロナ禍となった 2020年度には静岡県及び中部地域とも大幅に宿泊者数が減少

した（2019年度比 静岡県： －44.8％、中部地域： －39.6％）。 

・2022 年度は、静岡県及び中部地域ともに宿泊者数が回復した（2019年度比 静

岡県： 89.2％、中部地域： 93％）。 

・2023 年度は更に回復が進み、中部地域においては僅かながら 2019年度を上回っ

た（2019 年度比 静岡県： 95.3％、中部地域： 100.3％）。 

 

 

出典：静岡県「静岡県観光交流の動向」 
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【参考】市町別 延べ宿泊者数の推移 
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（３）観光案内所来訪者数 

・観光案内所の来訪者数は、行楽シーズンの３～５月と 10、11月に増加し、６月と

12月～２月に減少する傾向がある。 

・2023年度の月あたり来訪者数は、11月の静岡市総合観光案内所における 7,924人

が最高値であった。2024 年度は、静岡駅の両案内所は 2023年度と同様の傾向で、

やや値を下回りながら推移しているが、清水駅においては 2023年度をやや上回る

傾向が見られた。 

・2025年度は、静岡駅の両案内所は前年をやや下回る水準でのスタートなった。清

水駅においては、５月に前年同月を上回る伸びが見られたが、主な要因は外国人観

光客の増加である（対 2024年５月 +127人）。 
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・観光案内所の来訪者数のうち、外国人観光客の来訪者数は全体の 10～20％程度を

占めており、国内観光客の来訪とはやや異なる月次推移が見られる。 

・静岡市総合観光案内所及び清水駅前観光案内所では、訪日旅行の需要の高まりや客

船の寄港増を受け、2024年度は全ての月において前年度を上回る値で推移した。 

・2025年度においても依然として増加傾向は続いており、４、５月は３か所全ての

案内所で前年同月を上回った。 
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（４）旅行消費額 

・中部地域の旅行消費額は、平時では 1,400億円前後で推移している。 

・行程別では、日帰り客 55～60％、宿泊客 40～45％と日帰り客の消費が多い。 

・居住地別では、県外 60～70％、県内 30～40％で県外客の消費が多い。 

・2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で旅行消費額は半減しており、内

訳は行程別の割合では大きな変化はないものの、居住地別では県外 48.3％、県内

51.7％と平時の傾向が逆転して県内客の方が多かった。特に、宿泊客（県内）の旅

行消費額は前年から倍増し、全体に占める割合も高かった。 

・2022年度は、県内の宿泊客及び日帰り客の消費額はコロナ禍前の水準に達した。

コロナ禍からの回復を受け、2023 年度は 1,694億円（2019年度比 121%）と大幅な

増加となった。内訳としては、県内日帰り客 570 億円（2019 年度比 143%）がこの

伸びを牽引している。 

 

 

 

出典：静岡県「静岡県観光交流の動向」「静岡県における観光の流動実態と満足度調査」の

データから当財団が算出 
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（５）満足度 

・中部地域の満足度（平均階級値）は、静岡県全体や他地域と同様に概ね 1.2～1.4

で推移している。2023 年は、静岡県全体（1.46）、中部地域（1.47）ともに過去

最高の値となった。 

・中部地域の満足度（平均階級値）を項目別で見ると、「⑤旅行前の観光情報収集の

しやすさ」と「⑥滞在中の観光情報・案内」が低く、情報提供が不十分である可能

性がある。それに次いで、「⑨お土産の魅力」「⑦旅行中の移動」の満足度も低い

傾向にある。 

※旅行の満足度の水準を表す指標として、「大変満足」：２、「ほぼ満足」：１、

「やや不満」：－１、「非常に不満」：－２とする平均階級値により、満足度に 

関する全９項目を一覧比較した。 

※2016年度調査は選択肢が７階級で推移の表示に適さないため除外した。 

 

 

 

 

出典：静岡県「静岡県における観光の流動実態と満足度調査」 
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（６）再訪意向 

・中部地域の再訪意向（平均階級値）は、2012年度以降 1.5～1.7まで緩やかに増加

している。2022年は地域別で中部地域の再訪意向が最も高くなった。2023 年は、

引き続き中部地域の再訪意向が最も高く、伊豆地域の再訪意向が高まった一方で、

西部地域は前年に引き続き再訪意向が低下した。 

・中部地域の回答の内訳では、７割以上が「ぜひもう一度来たい」と答えている。 

 

※再訪意向の水準を表す指標として、「ぜひもう一度来たい」：２、「できればまた

来たい」：１、「あまり来たいと思わない」：－１、「もう来たくない」：－２と

する平均階級値により、再訪意向を地域別に比較した。 

 

 

 

 

出典：静岡県「静岡県における観光の流動実態と満足度調査」 
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４ 地域の事業者等の動向 

（１）宿泊施設 

①全国 

・全国の旅館業施設数は、2016年度以降毎年増加しており、2023年度は全体で

93,475施設（2022年度比 ＋3.1％）であった。内訳としては、「旅館・ホテル営

業」は+717施設（+1.4％）、「簡易宿所営業」は＋2,098施設（＋5.3％）と増加

し、一方で「下宿営業」は▲45施設（▲7.9％）と減少した。 

 

※2018年度から、旅館業法の改正により施設形態は「ホテル営業」と「旅館営業」

の区別はなくなり、「旅館・ホテル営業」となっている。 

 

 

 

出典：厚生労働省「衛生行政報告例」 
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① 中部地域（施設数） 

・中部地域の旅館業施設数は、2003 年度以降「旅館（旧区分）」の減少傾向が続

き、全体で 200施設以上減少しているが、2021年度以降は増加傾向に転じてい

る。2024年度は、「ホテル・旅館」が前年から▲５施設、「簡易宿所営業」が＋

17施設となり、全体で＋12施設となった。 

 

令和６年３月末日現在    

市町村名 

施          設          数 

旅館・ホテル   簡易宿所 
下宿 計 

  モテル 民宿   民宿 

中

部 

静岡市 164 46 3 67 19 0 231 

藤枝市 16 0 2 6 2 0 22 

焼津市 40 12 1 5 1 0 45 

島田市 22 4 1 24 6 0 46 

牧之原市 24 1 8 10 0 0 34 

川根本町 21 0 5 26 10 0 47 

吉田町 4 1 0 2 0 0 6 

中部地域 計 291 64 20 140 38 0 431 

県  計 2,538 196 687 1,793 549 5 4,336 

出典：静岡県「静岡県統計年鑑（衛生）」 

  



38 

② 中部地域（客室数） 

・中部地域の客室数は、平成 15年度以降「旅館（旧区分）」が減少する一方、「ホ

テル（旧区分）」が増加し、11,000 室前後をほぼ横ばいで推移している。2021年

度は前年度と比較し、全体で 180室（＋1.6％）の増加となっている。 

 

 

     
令和６年３月末日現在 

市町村名 

客          室          数 

旅館・ホテル   簡易宿所 
下宿 計 

  モテル 民宿   民宿 

中

部 

静岡市 6,839 720 16 625 66 0 7,464 

藤枝市 774 0 16 22 5 0 796 

焼津市 1,545 147 9 33 1 0 1,578 

島田市 898 62 7 128 12 0 1,026 

牧之原市 290 9 61 41 0 0 331 

川根本町 224 0 35 90 18 0 314 

吉田町 163 11 0 5 0 0 168 

中部地域 計 10,733 949 144 944 102 0 11,677 

県  計 68,149 2,669 4,452 8,260 1,684 198 76,607 

出典：静岡県「静岡県統計年鑑（衛生）」 
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【参考】市町別 旅館業の施設数・客室数の推移 

 

■下 宿 

■簡易宿所 

■旅 館     ※～2017年度） 

■ホテル     ※～2017年度） 

■ホテル・旅館  ※2018年度～ 

 

静岡市 

  

 

島田市 
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焼津市 

  

 

藤枝市 

  

 

牧之原市 
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吉田町 

  

 

川根本町 

  

 

出典：静岡県「静岡県統計年鑑（衛生）」をもとにするが企画観光局が作成 
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（２）主な観光資源 

 カテゴリ 名 称 

静
岡
市 

観光・商業施設 
清水港・エスパルスドリームプラザ、河岸の市、日本平動物園、 

日本平夢テラス 

自然 三保松原、南アルプス、日本平、オクシズ、茶畑の景観 

歴史文化 
駿府城、久能山東照宮、登呂遺跡、伝統工芸・ホビー、東海道２峠６

宿、静岡市歴史博物館 

食 
お茶、マグロ、桜えび、シラス、静岡おでん、茶氷、清水もつカレー、 

とろろ汁 

イベント 大道芸ワールドカップ、静岡まつり、清水みなと祭り、静岡マラソン 

島
田
市 

観光・商業施設 
ふじのくに茶の都ミュージアム、KADODE OOIGAWA、 

里山の茶の間、ＳＬ、川根ティーテラス ochanoma 

温泉 田代の郷温泉、川根温泉（ふれあいの泉）、川根温泉ホテル 

自然 茶畑の景観 

歴史文化 蓬莱橋、金谷坂の石畳、大井川川越遺跡 

スポーツ 大井川マラソン、スポーツ合宿地 

食 お茶、茶氷 

イベント 島田大祭、島田髷まつり、金谷茶まつり 

焼
津
市 

観光・商業施設 
焼津さかなセンター、焼津温泉、アクアスやいづ、うみえーる焼津、 

ディスカバリーパーク焼津、ターントクルこども館 

自然 花沢の里、高草山 

歴史文化 魚河岸シャツ、荒祭り、藤守の田遊び 

食 カツオ、マグロ、桜えび、鰹節、茶氷、勝魚かつ 

イベント 
焼津みなとまつり、踊夏祭、大井川港朝市、小川港さばまつり、 

焼津ぐるめぐり 

藤
枝
市 

観光・商業施設 
玉露の里、瀬戸谷温泉ゆらく、大久保キャンプ場・グラススキー場、 

水車むら、藤枝市陶芸センター、とんがりぼう、ティーテラス市之瀬 

自然 蓮華寺池公園、桜・藤・コスモスなどの花、茶畑の景観 

歴史文化 藤枝大祭り、朝比奈大龍勢、大旅籠柏屋歴史資料館、田中城下屋敷 

食 地酒、朝ラーメン、藤枝茶、スイーツ 

イベント 藤枝おんぱく、桜・藤まつり、全国 PK選手権大会 in Fujieda 
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 カテゴリ 名 称 

牧
之
原
市 

観光・商業施設 
グリンピア牧之原、子生れ温泉、相良シーサイドパーク、 

大地の茶の間、静波サーフスタジアム、相良油田 

自然 
静波海岸、相良サンビーチ、牧之原台地（茶園）、 

秋葉公園（あじさい）、茶畑の景観 

歴史文化 田沼意次ゆかりの史跡、塩の道 

食 牧之原茶、メロン、イチゴ、シラス、自然薯 

イベント 
さがら草競馬大会、ゴーセンカップ、ビーチクリーンカップ、 

ライフセービング選手権大会 

吉
田
町 

観光・商業施設 展望台小山城 

自然 能満寺山公園、吉田公園 

歴史文化 小山城、八幡津島（川尻）神社、住吉神社 

食 うなぎ、シラス、レタス 

イベント 小山城まつり、チューリップまつり、凧揚げ祭り 

川
根
本
町 

観光・商業施設 
音戯の郷、茶茗舘、大井川鐡道（ＳＬ、アプト式）、キャンプ場、 

夢の吊り橋、奥大井湖上駅 

温泉 寸又峡温泉、接岨峡温泉、白沢温泉、千頭温泉 

自然 寸又峡紅葉、南アルプス、茶畑の景観 

食 川根茶 

イベント 
ＳＬフェスタ、きかんしゃトーマス号、寸又峡和紙のあかり展、 

奥大井ふるさと祭り 

出典：するが企画観光局「観光地域づくり法人形成・確立計画」に一部追記 
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（３）交通機関 

・2012年に新東名高速道路が開通し、静岡県中部地域のインターチェンジにおける

年間交通量は 20％程度増加した。その後も緩やかな増加傾向にある。 

・静岡県の一般乗合バス、貸切バス、タクシーの年間輸送実績は、低下傾向にある。 

・2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、いずれの交通機関において

も前年と比べて大幅な減少となったが、高速道路については他の交通機関と比較し

緩やかな減少に留まった。 

 

交通機関 概要 単位 2008年度 2020年度 

高速道路 
静岡県中部地域高速道路 

各インターチェンジの年間総交通量 
台／年 33,422,890 37,720,270 

一般乗合

バス 
静岡県の年間輸送実績（概数） 千人／年 88,449 50,602 

貸切バス 静岡県の年間輸送実績（概数） 千人／年 10,755 3,370 

タクシー 静岡県の年間輸送実績（概数） 千人／年 39,097 14,483 

鉄道 

静岡県中部地域ＪＲ各駅の 

一日平均乗車人員（定期外） 

※静岡駅は新幹線利用者を含む 

人／日 57,718 26,341 
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出典：静岡県「静岡県統計年鑑（運輸・通信）」 
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（４）富士山静岡空港 

・2009年度に開港した富士山静岡空港の搭乗者数は、東日本大震災後の国内での自

粛ムードや国際線の低迷等が影響した 2011年度を除いて増加傾向が続き、2019年

度は過去最高の 73万人以上を記録した。また、搭乗率は、開港以来 60％以上を維

持し、2018年度に過去最高の 71.7％となった。 

・2020年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、2023年度の全

体搭乗者数は 512,811 人（2019年度比 69.5％）とコロナ禍からの回復を見せ

た。 

・2024年度は搭乗者数こそ 632,610 人（2019年度比 85.7％）とコロナ前の水準に

達していないものの、搭乗率は 70.9％と 2018年度以来の 70％超となった。 

 

  出典：静岡県「富士山静岡空港の利用状況」 

 

出典：富士山静岡空港ホームページから引用 
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（５）清水港 

清水港は、日本三大美港の一つとして世界遺産「富士山」を望む国際拠点港湾であ

る。清水港周辺への観光交流客数は、静岡市全体の 50％以上を占めるほか、クルー

ズ寄港による日の出地区への来場者は平時で年間 12万人以上と集客による賑わいを

みせている。 

 

①クルーズ船 

・清水港では、1990年２月に豪華客船クイーン・エリザベスⅡの初寄港を契機に

清水港客船誘致委員会が設立され、積極的な誘致活動が行われている。2017年

には「国際旅客船拠点形成港湾」として指定され、２隻同時着岸できる岸壁など

静岡の海の玄関口として整備が進んでいる。 

・2013 年富士山世界遺産登録以降、外国船を中心にしたクルーズ寄港は急増して

いる。2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響で外国客船の寄港はなか

ったが、2023年度は４月１日に寄港したアザマラ・クエストを皮切りに、過去

最大の 68隻が寄港した。2024年度は、円安による訪日旅行の需要の高まりを受

け、2023 年度を上回る 85隻が寄港した。 

 

出典：清水港ホームページ、清水港客船誘致委員会ホームページ 

   

客船寄港時の清水港日の出地区の賑わい 
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②清水港みなと色彩計画 

清水港では、富士山、三保松原、駿河湾等の豊かな自然景観に調和した港湾景観の

形成を目指した「清水港・みなと色彩計画」が 1991 年度に策定され、翌年度に推進

協議会を設立、以降 30 年余産学官民による共創の美しいみなとづくりの取組が進め

られている。2019年国土交通大臣認定「手づくり郷土賞」、2021 年都市景観大賞

「景観まちづくり活動・教育部門」大賞他数多く受賞、地域主体の美しいみなとまち

づくり活動として高く評価されている。 

 

 

出典：みなと色彩計画推進協議会ホームページ 

 

  

色彩が統一された清水港の景観 
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（６）指定文化財等 

・中部地域には、文化財保護法に基づき、国が指定、登録、選定した文化財が 160以

上あり、三保松原（静岡市）は世界文化遺産・富士山の構成資産にもなっている。 
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出典：文化庁「国指定文化財等データベース（WEBサイト）」 
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（７）景況感 

・前月と比べた当月の景況感は、行楽シーズン（３～５月、７～８月、10～11月）

に上昇し、その翌月に反動で減少する傾向がみられる。 

・2019年度と比べた景況感は、2022年 10月以降回復傾向となり、2023年 10 月に初

めてプラスに転じた。 

・本調査は、これまでの結果よりコロナからの回復が認められたため、2024 年度は

四半期に１回の頻度へ変更した。 

 

【調査の概要】 

※するが企画観光局が、毎月初旬に中部地域の観光関連事業者 約 330事業に調査票

を発送し、150前後の事業者から回答を得ている。 

※景況感を表す指標として、「良い」：＋50、「やや良い」：＋25、「普通」：0、

「やや悪い」：▲25、「悪い」：▲50とする平均階級値（指数）を用いる。 

 

 

出典：するが企画観光局「観光関連事業者景況調査」 
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（８）受入環境 

【調査の概要】 

※するが企画観光局が、2021年 12月に中部地域の観光関連事業所 1077事業所に調

査票を発送し、360余の事業者から回答を得たもの。 

 

①予約対応 

・予約対応の状況では、約２割は予約を受け付けていない。 

・インターネット上での予約に対応している（自社ホームページ、自社ＳＮＳ、予

約専用サイトに最低１つは対応している）事業所は、全体の４割程度に留まる。 

 

出典：するが企画観光局「令和３年度 静岡県中部５市２町観光関連事業所実態調査」 

 

②決済方法 

・決済方法について、中部地域の約３分の１の事業所は現金しか対応していない。 

・現金以外の決済方法としては、クレジットカードとＱＲコード決済が最も多く、

それぞれ５割近い導入率となっている。 

 

出典：するが企画観光局「令和３年度 静岡県中部５市２町観光関連事業所実態調査」 
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③多言語対応 

・多言語対応については、全体の約３分の２の事業所は一切対応していない。 

・言語別では、英語が 100事業所（全事業所のうち 27.3％）と最も多く、次い

で、中国語（簡体字）、韓国語、中国語（繁体字）が続く。 

 

出典：するが企画観光局「令和３年度 静岡県中部５市２町観光関連事業所実態調査」 

 

④バリアフリー対応 

・バリアフリー対応については、「意識しており、十分に／部分的に対応してい

る。」が 197事業所（54.0％）であった。 

・一方、「意識はしているが、全く対応できていない。」は 110事業所（30.1％）

あり、これらの施設を支援することで、中部地域の対応を進める必要がある。 

 

出典：するが企画観光局「令和３年度 静岡県中部５市２町観光関連事業所実態調査」 
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（９）経営意識 

【調査の概要】 

※するが企画観光局が、2021年 12月に中部地域の観光関連事業所 1077事業所に調

査票を発送し、360余の事業者から回答を得たもの。 

 

①事業継続計画（ＢＣＰ）の策定状況 

・ＢＣＰを「すでに策定している」事業所は全体の 15％程度にとどまっており、

「策定する予定はない」「ＢＣＰが何か分からない」は合わせて６割を超える。 

 

出典：するが企画観光局「令和３年度 静岡県中部５市２町観光関連事業所実態調査」 

 

②ＳＤＧｓへの取組状況 

・ＳＤＧｓに「宣言して取り組んでいる」事業所は全体の１割に満たないが、「宣

言の予定はないが、趣旨に準じて取り組んでいる」は４割近くに上る。 

 

出典：するが企画観光局「令和３年度 静岡県中部５市２町観光関連事業所実態調査」 
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５ ＭＩＣＥの動向 

（１）支援件数 

・中部地域におけるＭＩＣＥの開催状況は、年間 160～180件でほぼ横ばいに推移し

ているが、直近ではコンベンションを中心に新規案件が徐々に増加していた。 

・2019度末から、新型コロナウイルスの感染拡大により多くの案件は中止に追い込

まれたが、2021年度以降は毎年一定程度の新規支援が発生し、2019年度に対して

50％前後の水準まで回復している。 

 

 

 

出典：するが企画観光局「ＭＩＣＥ開催支援実績」 
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（２）主なコンベンション施設等 

①静岡県コンベンション＆アーツセンター「グランシップ」（静岡市駿河区） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ 立食 正餐 

大ホール「海」 1,720 4,626 ― 2,000 1,000 

中ホール「大地」 ― 1,209 ― ― ― 

会議ホール「風」 405 498 336 ― ― 

交流ホール 432 400 258 350 200 

 

   

施設外観     大ホール｢海｣    会議ホール｢風｣ 

 

②ツインメッセ静岡（静岡市駿河区） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ 立食 正餐 

北館大展示場 5,000 6,000 3,000 2,600 ― 

南館大展示場 5,400 6,500 3,300 3,000 ― 

第２小展示場 600 600 400 300 ― 

レセプションホール 380 450 260 200 ― 

 

   

施設外観       南館大展示場    レセプションホール 
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③静岡市民文化会館（静岡市葵区） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ 立食 正餐 

大ホール 8,464 1,968 ― ― ― 

中ホール 6,981 1,170 ― ― ― 

大会議室 257 360 240 ― ― 

 

   

施設外観         大ホール        大会議室 

 

④清水文化会館「マリナート」（静岡市清水区） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ 立食 正餐 

大ホール ― 1,513 ― ― ― 

小ホール ― 292 ― ― ― 

ギャラリー 500 応相談 応相談 応相談 応相談 

 

   

施設外観        大ホール         小ホール 
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⑤日本平ホテル（静岡市清水区） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ 立食 正餐 

ボールルーム「日本平」 535 500 315 400 304 

バンケットルーム「富士」 280 250 144 180 144 

アッパーバンケット「銀河」 190 180 108 100 80 

ファンクションルーム「三保」 110 100 48 50 48 

 

客 室 数 収容 

人員 総数 ダブル ツイン スイート 和室 

80 12 54 ６ ８ 168 

 

   

施設外観      ボールルーム｢日本平｣ 

 

⑥ホテルアソシア静岡（静岡市葵区） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ 立食 正餐 

駿府 （Ⅰ＋Ⅱ） 680 1,000 450 900 450 

カトレア 259 200 150 180 120 

 

客 室 数 収容 

人員 総数 シングル ダブル ツイン スイート 

250 100 56 92 2 424 

 

  

施設外観      駿府（Ⅰ＋Ⅱ） 
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⑦ホテルグランヒルズ静岡（静岡市駿河区） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ 立食 正餐 

センチュリールーム 900 1,100 620 1,000 450 

クリスタルルーム 620 750 400 600 300 

スカイスイート 188 100 84 100 90 

 

客 室 数 収容 

人員 総数 シングル ダブル ツイン スイート 

206 21 75 108 2 391 

 

  

施設外観       センリュリールーム 

 

⑧ホテルアンビア松風閣（焼津市） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ 立食 正餐 

コンベンションホール富士 820 750 500 800 ― 

松風の間 450 600 400 500 ― 

 

 客 室 数 収容 

人員 総数 シングル ツイン トリプル 和室 特別室 

123 8 11 4 98 2 633 

 

   

     施設外観           コンベンションホール富士 
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⑨焼津グランドホテル（焼津市） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ ロの字 立食 

太陽の間 445 500 300 80 450 

ローズルーム 320 300 200 80 250 

 

客 室 数 収容 

人員 総 数 シングル ダブル ツイン トリプル スイート 和 室 

145 8 2 21 46 1 67 550 

 

   

施設外観          太陽の間 

 

⑩ホテルオーレ（藤枝市） 

会場名 
面積 

（㎡） 

収容人員 

ｼｱﾀｰ ｽｸｰﾙ ロの字 立食 

藤 368 300 170 150 300 

 

客室数 種類 

144 

シングルルーム、セミダブルルーム、ツインルーム、 

デラックスツインルーム、ユニバーサルルーム、スイートルーム、 

ファイテンルーム、ハローキティルーム 

 

  

施設外観         藤 
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（３）主催者支援 

①国際会議助成金 

事業主体 公益財団法人するが企画観光局 

助成対象 

以下の条件をすべて満たすもの。 

・参加する外国人（在日外国人及び留学生は除く）が 20人以上であること。 

・参加国が３カ国（日本を含む）以上であること。 

・参加者総数が 50人以上であること。 

・当該国際会議により利益を得ることを直接の目的としないものであること。 

※展示会、見本市、スポーツ大会、コンクール、フェスティバル、音楽会、演

劇会及び投資の勧誘を目的とした投資セミナーは対象外 

助成金額 

外国人参加者数  20名以上 ･････ 20万円 

〃       50名以上 ･････ 50万円 

〃       70名以上 ･････ 70万円 

〃      100名以上 ･････ 100万円 

 

②静岡市 全国大会等開催事業補助金 

事業主体 静岡市 観光・MICE推進課 

助成対象 

・静岡市内で開催される大会で、その規模及び水準において全国的又は国

際的なものと認められるものであること。 

・大会の開催期間（当該大会の日程上、大会の初日の前日に宿泊する必要

がある場合は、その日を含む。）中の市内のホテル、旅館等への関係宿泊

者を合計した数（以下「総宿泊者数」という。）が 100人以上となること。  

助成金額 

① 25都道府県未満から参加者があるもの 

･････ 宿泊者１人あたり 500円、上限額 100万円 

② 25都道府県以上から参加者があるもの 

･････ 宿泊者１人あたり 1,000円、上限額 300万円 

③ 日本を含む３か国以上から参加者があり、20 名以上の海外参加者があ

るもの ･････ 宿泊者１人あたり 1,000円、上限額 300万円 
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③焼津市 コンベンション及びスポーツ合宿等事業補助金 

事業主体 焼津市 商工観光課 

補助対象 

（コンベンション） 

・焼津市内を主会場に開催されるものであること。 

・静岡県外から参加者のあるコンベンションであること。 

※単に親睦・慰安を目的とするものや自己の利益のために行うものを除き

ます。 

・焼津市内の宿泊施設への総宿泊者数が 50泊以上となること。 

 

（スポーツ・教養文化活動合宿等） 

・焼津市内または近隣市町（静岡市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町及

び川根本町をいう。）内の施設等を利用して行うものであること。 

・焼津市外の学校等（幼稚園、小学校、中学校、高校、短大、大学、専修学

校）の幼児、児童、生徒又は学生で構成する団体が行うスポーツ活動又は

教養文化活動のために実施する合宿であること。 

※団体の所在地が近隣市町であるものを除きます。 

・焼津市内の宿泊施設への総宿泊者数が 10泊以上となること。 

 

助成金額 
コンベンション ･････････ 延べ宿泊数×1,000円（上限 50万円） 

スポーツ・文化活動 ････ 延べ宿泊数×1,000円（上限 30万円） 
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④藤枝市 コンベンション等誘致促進事業費補助金 

事業主体 藤枝市 観光交流政策課 

助成対象 

（コンベンション） 

・市内を主会場とした、静岡県外から参加者のあるコンベンションであること。

(各種の大会、会議、展示会、博覧会、見本市その他の集会で、単に親睦・

慰安を目的とするものや自己の利益のために行うものを除く。) 

・藤枝市内の宿泊施設への総宿泊数が 50泊以上となること。 

（スポーツ・教養文化活動） 

・静岡県内の施設を利用し藤枝市内に宿泊する合宿であること。 

・藤枝市外の学校等の幼児、児童、生徒又は学生で構成される団体もしくは

実業団でスポーツ活動又は教養文化活動を行うものが市内で実施する合

宿または各種大会への参加に伴う市内宿泊施設への宿泊であること。 

・藤枝市内の宿泊施設への総宿泊数が 5泊以上となること。 

（企業研修） 

・企業が市内の各種施設を利用し行う研修であること。 

・市内宿泊施設への宿泊を伴うもので、延べ宿泊数が５泊以上。 

（ワーケーション） 

・藤枝市内で提供される観光アクティビティを提供する施設を利用する活動

であること。 

・市内宿泊施設への宿泊を伴うもので延べ宿泊数が２泊以上。 

 

助成金額 

コンベンション ･･･････････････ 次の２つを合わせて上限 50万円 

＜宿泊費の 1/2（1,000円未満切り捨て）とし上限 2,000円＞  

＜市内消費額の 10/10（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞  

スポーツ・教養文化活動 ･････ 次の２つを合わせて上限 30万円 

＜宿泊費の 1/2（1,000円未満切り捨て）とし上限 2,000円＞  

＜市内消費額の 10/10（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞ 

企業研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 次の２つを合わせて上限 30万円 

＜宿泊費の 1/2（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞  

＜市内消費額の 10/10（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞ 

ワーケーション・・・・・・・・・・・・・・ 次の２つを合わせて上限 30万円 

＜宿泊費の 1/2（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞  

＜市内消費額の 10/10（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞ 
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④藤枝市 プロスポーツの試合観戦者宿泊費等助成金 

事業主体 藤枝市 観光交流政策課 

助成対象 

（コンベンション） 

・市内の会場で行われるプロスポーツの試合を観戦し、かつ当該観戦に際し

て市内の宿泊施設に宿泊した者。 

（スポーツ・教養文化活動） 

・静岡県内の施設を利用し藤枝市内に宿泊する合宿であること。 

・藤枝市外の学校等の幼児、児童、生徒又は学生で構成される団体もしくは

実業団でスポーツ活動又は教養文化活動を行うものが市内で実施する合

宿または各種大会への参加に伴う市内宿泊施設への宿泊であること。 

・藤枝市内の宿泊施設への総宿泊数が 5泊以上となること。 

（企業研修） 

・企業が市内の各種施設を利用し行う研修であること。 

・市内宿泊施設への宿泊を伴うもので、延べ宿泊数が５泊以上。 

（ワーケーション） 

・藤枝市内で提供される観光アクティビティを提供する施設を利用する活動

であること。 

・市内宿泊施設への宿泊を伴うもので延べ宿泊数が２泊以上。 

 

助成金額 

コンベンション ･･･････････････ 次の２つを合わせて上限 50万円 

＜宿泊費の 1/2（1,000円未満切り捨て）とし上限 2,000円＞  

＜市内消費額の 10/10（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞  

スポーツ・教養文化活動 ･････ 次の２つを合わせて上限 30万円 

＜宿泊費の 1/2（1,000円未満切り捨て）とし上限 2,000円＞  

＜市内消費額の 10/10（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞ 

企業研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 次の２つを合わせて上限 30万円 

＜宿泊費の 1/2（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞  

＜市内消費額の 10/10（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞ 

ワーケーション・・・・・・・・・・・・・・ 次の２つを合わせて上限 30万円 

＜宿泊費の 1/2（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞  

＜市内消費額の 10/10（1,000円未満切り捨て）とし上限 1,000円＞ 
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⑤島田市 スポーツ・文化合宿補助金 

事業主体 島田市 観光課 

助成対象 

（宿泊費補助） 

①市外に所在する高等学校、大学又は高等専門学校の正規のスポーツ又

は文化に関する合宿（市内の宿泊が３泊以上） 

 

（航空運賃補助） 

①市外に所在する高等学校、大学又は高等専門学校の正規のスポーツ又

は文化に関する合宿（市内の宿泊が３泊以上） 

②市外に活動拠点を有する企業が設立するスポーツ又は文化に関する合

宿（市内の宿泊が３泊以上） 

 ※いずれも、次のいずれかの活動を行うこと。 

  ア 練習の公開、市内の学校への訪問等、市民との交流に関する活動 

イ 講習会又は講演会の開催その他のスポーツ又は文化に関する技術

の指導に関する活動 

助成金額 

（宿泊費補助） 

延べ宿泊数×1,000円 

 

（航空運賃補助） 

１人当たり 5,000円（片道の場合は 2,500円） 

 

※上限額は 1回の合宿につき 1団体当たり 30万円 
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⑥その他 

事業主体 公益財団法人するが企画観光局 

支援内容 

・会場視察の実施支援（視察希望先との日程等にかかる連絡・調整） 

 

・会議関連業者、アトラクション、通訳、土産品販売業者等の紹介 

   

・ネームプレート・コンベンションバックの手配（有料） 

  

・冷茶器の無料貸出し 

 

・新型コロナウイルス感染予防のための物品貸与 

   ほか 
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（４）主なイベント 

・各市町で年間を通じて様々イベントが開催され、多くの人が会場を訪れている。 

市町 イベント 開催時期 備考 

静岡市 

静岡まつり ４月 96万人（R6） 

シズオカ・サンバカーニバル ５月 13.5万人（R1） 

静岡ホビーショー ５月 8.8万人（R1） 

シズオカ×カンヌウィーク ５月 17.3万人（R1） 

清水七夕まつり ７月 61万人（R1） 

安倍川花火大会 ７月 60万人（H29） 

清水みなと祭り ８月 62万人（R1） 

大道芸ワールドカップ in静岡 11月 118万人（R5） 

島田市 

ＳＬフェスタ in新金谷 ３月  

かわね桜まつり ３～４月  

世界お茶まつり ５月・11月、３年ごと  

大井川花火大会 ８月  

島田大祭・帯祭り 10月、３年ごと 約 50万人 

焼津市 

焼津みなとまつり ４月 1.1万人（R6） 

焼津さかなセンター祭り ５月・10月  

踊夏祭 ７月  

焼津神社荒祭り ８月  

焼津海上花火大会 ８月  

藤枝市 

金毘羅山・瀬戸川桜まつり ３～４月 5.4万人（R1） 

藤枝蓮華寺池公園藤まつり ５月 25万人（R1） 

藤枝花火大会 ８月 17万人（R1） 

全国ＰＫ選手権大会 in Ｆｕｊｉｅｄａ ８月  

藤枝大祭り 10月、３年ごと 25.5万人（R1） 

朝比奈大龍勢 10月、２年ごと  

牧之原市 

さがら草競馬大会 ４月 1.5万人（R5） 

大鐘家あじさい祭り ６月  

マリンスポーツフェスタ ７月  

静波海水まつり 花火大会 ７月  

さがら海上花火大会 ８月  

吉田町 

チューリップ祭り inよしだ ３月  

吉田町凧揚げまつり ５月  

吉田町花火大会 ８月  

小山城まつり 11月 0.7万人（R5） 

川根本町 

ＳＬフェスタ in千頭 ３月  

きかんしゃトーマスフェア ４～９月  

奥大井ふるさと祭り 11月  

出典：するが企画観光局調べ 
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６ 観光関連の行政計画 

（１）静岡県 

計 画 名 静岡県観光基本計画 

計画期間 2022（R4）年度～2025（R７）年度  （４年間） 

基本理念 
誰もが幸せを感じられる観光地域づくりによる「心の豊かさ」と「持続可能な

地域社会」の実現 

成果指標 

 

項目 参考値（R1） 基準値（R2） 目標値（R7） 

国内旅行消費額 7,057億円 4,336億円 8,000億円 

本県旅行に対する 

総合満足度 
― 93.5％ 95.0％ 

地域への誇り、愛

着を持つ県民の割

合 

― 86.6％ 90.0％ 

観光客に来て欲し

いと考える県民の

割合 

― 44.7％ 50.0％ 

旅行者のリピート

率 
― 71.3％ 75.0％ 

観光交流客数 １4,716万人 8,348万人 １7,000万人 

宿泊客数 1,960万人泊 1,083万人泊 2,200万人泊 

外国人宿泊客数 249万人泊 27万人泊 300万人泊 

  

施策体系 

と 

活動指標 

基本方針１ しずおかの魅力で幸せと感動を呼ぶ観光サービスの創出 

○多彩な観光資源を活用した「しずおかサステナブルツーリズム」の推進 

○静岡県の魅力の効果的な情報・ストーリー発信 

○戦略的なインバウンドの施策の推進 

 

項目 
基準値（R2） 目標値（R7） 

本県旅行に関するコンテンツ数 1,732件 2,400件 

農林漁家民宿宿泊数 1,842件 5,000件 

観光アプリＴＩＰＳのダウンロード

数 
1,000件 累計 50,000件 

インバウンド向けＳＮＳのエンゲ

ージメントの総数 
18万件 37万件 
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基本方針２ 将来にわたる経済発展に向けた来訪者の受入体制の強化 

○将来にわたり安全・安心で快適な観光地域の形成 

○関係者との連携による観光サービス産業の振興 

○地域を支える観光人材の育成 

 

項目 
基準値（R2） 目標値（R7） 

県内産食材の調達率が５割以上

の宿泊施設の割合 
49.2％ 50.0％ 

観光地域づくり整備計画策定数 累計 33件 累計 70件 

ＤＭＯ会議開催数 ２回 毎年度 10回 

観光デジタル情報プラットフォー

ム登録情報数 
8,500件 17,000件 

観光人材育成研修会参加者数 累計 10,681件 累計 20,000件 

 

基本方針３ 訪れる人と迎える地域の満足度を高める観光ＤＸの促進 

○観光デジタル情報プラットフォームの利活用 

○デジタル技術の活用による利便性と生産性の向上 

 

項目 
基準値（R2） 目標値（R7） 

観光デジタル情報プラットフォー

ム登録情報数 
8,500件 17,000件 

観光アプリＴＩＰＳのダウンロード

数 
1,000件 累計 50,000件 

 

 

【短期的な取組】 新型コロナウイルス感染症からの観光産業の回復 
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（２）静岡市 

計 画 名 静岡市観光基本計画 

計画期間 2024（R6）年度～2030（R12）年度  （７年間） 

基本理念 
「観光政策を通じた持続可能な 

『住んでよし、訪れてよし』の国際都市の実現」 

評価指標 

項目 現状値(2023) 目標値（2030） 

観光消費額単価 
宿泊客 24,910円 

日帰り客 3,952円 

宿泊客 32,000円 

日帰り客 7,200円 

宿泊者数 2,020,052人 3,300,000人 
 

施策体系 

【総合戦略】 

（１）観光ブランド戦略 

（２）観光連携戦略  

（３）観光関連組織・人材の育成及び活用戦略 

（４）域内移動の確保・充実戦略  

（５）観光資源（産業観光を含む）の活用と MICE誘致戦略 

（６）情報に関する再整備戦略 

（７）安心・快適な観光環境の整備戦略 

（８）新たな動きや将来構想への対応戦略 

【個別戦略】 

（１）国内戦略 

①ブランド戦略 

②ターゲット重点化戦略 

③観光連携戦略 

④消費拡大戦略 

（２）インバウンド戦略 

①ブランド戦略 

②ターゲット重点化戦略 

③クルーズ船対応戦略 

④国際ネットワークの活用戦略 

（３）重点テーマ・エリア戦略 

①重点テーマ戦略（美食、絶景、歴史、ホビー） 

②重点エリア戦略（日本平・久能山・清水港・三保松原、東海道、オク

シズ、用宗） 
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（３）島田市 

計 画 名 島田市観光戦略プラン 

計画期間 2021（R3）年１月～2026（R8）年度  （約５年間） 

目 指 す 

将 来 像 

初めて来ても懐かしく、何度来ても新しい島田 

～“ようこそ”と“ただいま”が呼応する大井川流域へ～ 

成果指標 

項目 基準値（H30） 目標値（R７） 

観光交流客数 1,896,746人 3,000,000人 

宿泊客数 227,503人 240,000人 

国内認知度 20 ％ 25 ％ 

観光消費額 11,647,917,186円 19,800,000,000円 

再来訪意向 32 ％ 41 ％ 

観光に対する市民意識 計画２年目以降に数値化 
 

施策体系 

と 

Ｋ Ｐ Ｉ 

視点１ 認知度の向上 

⇒ 基本戦略Ⅰ．効果的・効率的な情報発信 

・オンライン上での情報発信 

・インフルエンサーを使った情報の拡散 

・旅行業者等とのリレーション構築 

・啓発機会を捉えた観光プロモーション 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・サイト閲覧者数 

・ＳＮＳフォロワー数 

・メディア等露出数 

 

視点２ 観光消費の拡大 

⇒ 基本戦略Ⅱ．消費を促す魅力的な商品の開発、流通促進 

・地域資源の発掘、磨き上げ 

・観光資源を活用した商品開発 

・魅力的な観光特産品の開発 

・イベント開催を通じた消費機会の創出 

・観光商品の販売・流通の促進 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・拠点サイト（ＥＣサイト）への観光商品掲載件数 

・観光消費単価 
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視点３ 受入環境の整備 

⇒ 基本戦略Ⅲ．快適な旅の為の環境整備 

・観光地としてのデジタルシフトの推進 

・回遊性を高める環境整備 

・安全・安心な観光地域を目指す環境整備 

・観光に携わる事業者・人材の育成/活動支援 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

・Google My business登録事業者数 

・地域事業者の意識 

・観光ガイド活動件数 
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（４）焼津市 

計 画 名 焼津市観光戦略 

戦略期間 2024（R６）年度～2029（R11）年度  （６年間） 

ビ ジ ョ ン 五感すべてで「さかな」を堪能できるまち 

成果指標 

項目 現状値（2023） 
短期目標値

（2029） 

中長期目標値

（2035） 

観光交流客数 311万人 440万人 500万人 

市内宿泊客数 35万人 66万人 95万人 

宿泊率 11.2％ 15.0％ 19.0％ 

1人当たり 

旅行消費単価 
5,589円 7,108円 8,965円 

 

基本事業 

と 

主 な 内容 

〇旅行先としての認知度向上 

・SNSによる情報発信や PR イベントの実施 

〇基幹産業化への基盤づくり 

・地域 OTAサイトの強化・活用による誘客 

・デジタルを活用したデータ収集と分析、戦略的な 

マーケティング・サービス改善 

〇地域の付加価値向上 

・本物のさかな文化を堪能できるコンテンツ開発 

・観光施設の高付加価値化支援 

・宿泊施設の高付加価値化支援 

〇国内外からの誘客促進 

・宿泊企画及びイベント開催の支援、インバウンドへの対応など 

新 た な 

取 組 み 

〇インバウンド需要の取り込み 

・上質なサービスを望む外国人旅⾏者の誘致など 

〇「質の高い観光」実現に向けた新たな指標の設定 

・１人当たりの旅⾏消費単価を「質」の指標として設定 

〇宿泊施設の新設・誘致 

・2035年度までに観光主体のホテル・旅館の軒数７軒を目標に、高品質

な宿泊施設の新設・誘致や遊休資産利活用の推進 
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（５）藤枝市 

計 画 名 藤枝市観光交流基本計画 

計 画 期 間 2021（R3）年度～2025（R7）年度  （５年間） 

基 本 理 念 まちの宝と地域の力でつくる【観光交流都市・ふじえだ】 

目 指 す 姿 

訪れたくなるまち・巡りたくなるまち 

項目 R1（実績） R7（目標） 

年間観光交流客数 253万人 258万人 

  

基 本 方 針 

・ 

基 本 施 策 

・ 

数 値 目 標 

１ 地域資源を活かした交流機会の創出 

（１）市民まつり等のイベント・文化・スポーツによる交流機会の創出 

（２）地域資源の魅力に触れる交流機会の創出 

（３）産業と健康による交流機会の創出 

項目 R1（実績） R7（目標） 

街道遺産来訪者数 62,675人 67,300人 

 

２ 多様性に配慮した受入環境の整備 

（１）来訪者受入態勢と施設の充実 

（２）新しい生活様式への対応 

項目 R1（実績） R7（目標） 

観光ボランティア案内件数 42件 63件 

 

３ 国内外誘客活動の推進 

（１）国内外プロモーションの実施 

（２）広域連携による誘客推進 

項目 R1（実績） R7（目標） 

外国人観光交流客数 35,460人 45,500人 
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（６）牧之原市 

計 画 名 第３次牧之原市総合計画 前期基本計画（観光業の振興） 

計 画 期 間 2023（R5）年度～2026（R8）年度  （４年間） 

方 向 性 

（１）通年型の観光メニューの充実 

・体験型の観光メニューを活用した観光誘客、スポーツ合宿や教

育旅行の誘致を「まきのはら活性化センター」と連携して進め

ます。 ほか 

（２）沿岸部活性化の推進 

・ウェーブプール周辺の活性化やＩＲＢ（救命艇）競技の全日本

合宿の誘致、地頭方海浜公園周辺の活性化など、地域の特徴を

活かした賑わいの創出を進めます。 ほか 

（３）観光施設の充実 

・訪れた方々が快適に過ごすことができる施設環境を確保しま

す。 ほか 

 

成 果 指 標 

 

項目 現状 目標値 

（数値）年間観光交流客数（年間） 102万人 200万人 

（数値）沿岸部活性化のイベント数（年間） 1 5 

（満足度）観光誘客促進のための取組 29.1％ 39.1％ 

（満足度）各種イベントの開催 36.4％ 46.4％ 

  

 

（７）吉田町 

計 画 名 第６次吉田町総合計画 前期基本計画（分野・観光） 

計 画 期 間 2024（R6）年度～2027（R9）年度  （４年間） 

施 策 

・ 

方 向 性 

施策１ 観光資源の充実と活用 

    ・小山城周辺の整備促進（重点） 

    ・観光情報の発信力強化 

・新たな観光資源の創出とネットワーク化の推進 

 

成 果 指 標 
項目 現状値（R4） 目標値（R9） 

観光交流客数（年度） 197,774人 300,000人 
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（８）川根本町 

計 画 名 第 2期川根本町観光戦略プラン 

計 画 期 間 2023（R5）年度～2027（R9）年度  （10年間） 

将 来 像 
雄大な自然が癒す ふるさとのまち 川根本町 

～新緑・紅葉・大井川、お茶と温泉・ＳＬのまち～ 

成 果 指 標 

 

項目 現状値（H23） 目標値（R9） 

観光客数 29.3万人／年 53.5万人 

宿泊客数 2.7万人／年 4.2万人／年 

  

基 本 方 針 

魅せるまち・川根本町 

・川根本町の魅力を高める観光ブランド力の強化 

 

喜ばれるまち・川根本町 

・もてなす人と心を育む 

発信するまち・川根本町 

・魅力を伝え、広めるための戦略的なプロモーション 

 

満足度が高いまち・川根本町 

・観光資源や受け入れ基盤の整備 
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７ 掲載した調査の概要 

① 観光庁「旅行・観光消費動向調査」 

目 的 わが国の旅行の実態を全国規模で把握することを目的とする。 

対 象 

日本国内居住者であり、住民基本台帳をもとに無作為に抽出した約 2 万

6,000人を対象とした調査 

※2018年１－３月期調査までは約 2万 5000人 

調 査 事 項 
回答者の属性、旅行の有無、旅行に行った回数・時期（国内観光（宿泊旅

行、日帰り旅行、出張・業務）、海外旅行）、消費内訳等 

調 査 時 期 ４月、７月、10月、１月 

調 査 方 法 

報告者に郵送で調査票を送付し、報告者が自計記入し、郵送で回収する。 

同一対象者に対して年４回調査（４－６、７－９、10－12、１－３月期分）

を実施する。 

※調査の系統：国土交通省 ⇔ 民間 ⇔ 郵送 ⇔ 各報告者 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shouhidoukou.html 

 

② 観光庁「インバウンド消費動向調査」 

目 的 

訪日外国人旅行者の消費動向を明らかにし、外国人観光客誘致に関する施

策の企画立案、評価等のための基礎資料を得ることを目的とする。 

本調査では、目的に応じて以下に示す３つの調査を四半期毎に実施してい

る。 

Ａ 全国調査：日本全体での訪日外国人の客層や旅行内容、消費実態を明

らかにする。 

B1 地域調査：訪問地（都道府県）毎に、訪日外国人の客層や旅行内容、

消費実態を明らかにする。 

B2 クルーズ調査：船舶観光上陸許可を得た訪日外国人の客層や旅行内容、

消費実態を明らかにする。 

対 象 

１．調査対象者 

トランジット、乗員、１年以上の滞在者等を除く日本を出国する訪日外国

人旅行者 

２．調査標本数 

四半期毎に総数 33,840 票（A全国調査 7,830票、B1地域調査 24,620票、

B2クルーズ調査 1,390 票）を目標に調査を実施（年間 135,360票） 

調 査 事 項 

回答者の属性（国籍、性別、年齢等）、訪日目的、消費額など 

※本調査の実施に合わせて訪日旅行に対する満足度等の意識調査も実施

します。 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shouhidoukou.html
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公 表 時 期 
調査実施期間終了後、翌月に１次速報、４ヶ月後に２次速報、翌年３月末

に年間確報。 

調 査 方 法 

１．調査実施場所 

A1 全国調査：17 空海港（新千歳空港、函館空港、仙台空港、東京国際空

港（羽田空港）、成田国際空港、富士山静岡空港、中部国

際空港、小松空港、関西国際空港、広島空港、高松空港、

福岡空港、鹿児島空港、那覇空港、関門港（下関）、博多

港、厳原港） 

B1 地域調査：25 空海港（新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、

茨城空港、東京国際空港（羽田空港）、成田国際空港、富

士山静岡空港、中部国際空港、富山空港、小松空港、関西

国際空港、岡山空港、広島空港、米子空港、高松空港、福

岡空港、佐賀空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、境

港、関門港（下関）、博多港、厳原港） 

B2クルーズ調査：5海港（博多港、長崎港、那覇港、石垣港、平良港） 

２．調査実施時期 

 四半期（１月～３月、４月～６月、７月～９月、10月～12 月） 

 ※2010 年４月～６月調査から調査開始 

３．調査手法 

 調査対象空海港の出国ロビーにいる訪日外国人に調査員が協力を求め、

タブレット端末又は紙調査票を示しつつ、聞き取る方式（他計方式）によ

り行う。 

４．調査の流れ 

 観光庁 ⇔ 民間等請負業者 ⇔ 調査員 ⇔ 調査対象者 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/gaikokujinshohidoko.html 

 

③ 観光庁「主要旅行業者の旅行取扱状況速報」 

対 象 主要旅行業者 43社・グループの旅行取扱状況をまとめたもの 

調 査 事 項 旅行業者における海外旅行、外国人旅行及び国内旅行の取扱額 

調 査 時 期 毎月実施 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/toriatsukai.html 

 

  

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/gaikokujinshohidoko.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/toriatsukai.html
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④ 観光庁「宿泊旅行統計調査」 

目 的 
わが国の宿泊旅行の全国規模の実態等を把握し、観光行政の基礎資料とす

る。 

対 象 

【2010年第１四半期（１月～３月）調査まで】 

2004年度事業所・企業データベース（総務省）を基にした、従業者数 10人

以上のホテル、旅館、簡易宿所 

 

【2010年第２四半期（４月～６月）調査から】 

統計法第 27条に規定する事業所母集団データベース（総務省）を基に、国

土交通省観光庁で補正を加えた名簿から、標本理論に基づき抽出されたホ

テル、旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所など。 

調査対象施設については、従業者数に応じて以下のとおりとなります。 

・従業者数 10人以上の事業所：全数調査 

・従業者数 5人～9人の事業所：1／3を無作為に抽出してサンプル調査 

・従業者数 0人～4人の事業所：1／9を無作為に抽出してサンプル調査 

 

【2015年 4月調査から】 

 毎月の調査・公表を実施 

調査事項 

・各月の延べ・実宿泊者数及び外国人延べ・実宿泊者数 

・各月の延べ宿泊者数の居住地別内訳（県内、県外の別） 

・各月の外国人延べ宿泊者数の国籍別内訳 等 

調査時期 毎月の報告を翌月の中旬まで 

調査方法 

調査の種類：自計申告 

調査の流れ：観光庁 ⇔ 民間等請負業者 ⇔ 郵送（又はオンライン）⇔ 各

報告者 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html 

 

  

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html
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⑤ 内閣府「家計消費状況調査」 

目 的 

個人消費動向の的確な把握のために、ICT関連の消費やインターネットを

利用した購入状況、購入頻度が少ない高額商品・サービスの消費等の実態

を安定的に捉えることを目的とする。 

対 象 

この調査は、施設等の世帯を除いた全国の世帯を対象として、層化２段抽

出法（第 1段－調査地点、第 2段－世帯）により選定された二人以上の世

帯と単身世帯を調査対象としている。 

（１）調査地点の抽出 

全国を地方別都市階級別に層化し、合計 3,000の調査地点(国勢調査

調査区)を抽出する。 

（２）調査世帯の抽出 

各調査地点から 10 世帯を選定し、合計約 30,000 世帯を対象とする。 

なお、10世帯のうち 1世帯を単身世帯とする。 

選定に当たっては特定の世帯が続けて調査の対象にならないように

配慮している。 

（３）調査世帯の交替 

調査世帯は、１年間を調査期間とし、毎月 12分の 1ずつ交替する。 

住居の移転等で調査を継続することができなくなった世帯は、調査

予定期間が３か月以上残されている場合には、臨時的に代替の世帯

を選定して残りの月の調査を行うものとする。 

調 査 事 項 

（１）世帯の状況に関する事項 

・世帯に関する事項 

・電子マネーの利用状況 

・インターネットを利用した購入状況 

（２）毎月の特定消費等に関する事項 

・世帯に関する事項（前月との変更） 

・特定の商品・サービスの購入金額 

・インターネットを利用した商品・サービスの購入金額（ネットショ

ッピング） 

調 査 時 期 毎月実施 

調 査 方 法 

 調査は、民間の調査機関に委託し、調査員による留置き調査法（オンラ

インも併用）とする。なお、調査票の回収は調査員回収、郵送回収及びオ

ンライン調査システムによる回収の併用により実施する。 

 原則として、調査員による回収、郵送による回収は、調査１か月目分及

び６か月目分は調査員による回収、それ以外の月分は郵送による回収とす

る。調査票は調査協力依頼時と調査員による調査票回収時に配布する。ま

た、調査票は調査月の翌月上旬に回収する。 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.stat.go.jp/data/joukyou/3.html#agency 

https://www.stat.go.jp/data/joukyou/3.html#agency
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⑥ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「訪日外客統計」 

調 査 事 項 日本に入国した外国人数 

調 査 時 期 毎月実施 

調 査 方 法 

法務省集計による出入国管理統計に基づき、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

が算出したものである。 

訪日外客は、外国人正規入国者から、日本を主たる居住国とする永住者

等の外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者

のことである。駐在員やその家族、留学生等の入国者・再入国者は訪日外

客に含まれる。なお、上記の訪日外客には乗員は含まれない。 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/index.html 

 

⑦ 厚生労働省「衛生行政報告例」 

目 的 

本調査は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市

における衛生行政の実態を把握し、衛生行政運営の基礎資料を得ることを

目的とする。 

対 象 都道府県、指定都市及び中核市 

調 査 事 項 
精神保健福祉関係、栄養関係、衛生検査関係、生活衛生関係、食品衛生関

係、医療関係、薬事関係、母体保護関係、難病・小児慢性特定疾病関係 等 

調 査 時 期 

年度報及び隔年報とする。 

 年度報（国への提出期限：翌年度５月末日） 

 隔年報（国への提出期限：翌年２月末日） 

調 査 方 法 

都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長は、所定の報告事項について

定められた期限までに、オンラインにより厚生労働省政策統括官（統計・

情報政策、労使関係担当）に提出する。 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19.html 

 

  

https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/index.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19.html
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⑧ 静岡県「静岡県の県民経済計算」 

目 的 

内閣府から提示された「県民経済計算標準推計方式」に準拠し、県民経済

計算を推計することにより、県経済の構造、規模、経済成長率等を明らか

にする。 

対 象 
経済活動別分類に基づく（宿泊・飲食サービス業、卸売・小売業、農林水

産業、鉱業、製造業ほか） 

調 査 事 項 

① 県内総生産 

② 経済成長率 

③ 一人当たり県民所得 

調 査 時 期 年度 

調 査 方 法 「県民経済計算標準方式」に基づき推計 

Ｕ Ｒ Ｌ https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/15-030/index.html 

 

⑨ 静岡県「しずおかけんの地域経済計算」 

目 的 
県内総生産及び県内所得をもとに、県内の地域別・市町別の総生産及び所

得を明らかにする。 

対 象 宿泊施設、観光地・観光施設、イベント 

調 査 事 項 

① 地域別総生産及び所得 

② 地域別の経済構造・特徴 

（１） 経済活動別構成比 

（２） 特化係数 

③ 市町別総生産及び所得 

調 査 時 期 年度 

調 査 方 法 

「県民経済計算標準方式」に基づき推計した「静岡県の県民経済計算」の

経済活動別県内総生産及び県民所得を、各種統計や業務資料を指標として

市町毎に分割し、市町内総生産及び市町民所得を推計 

Ｕ Ｒ Ｌ https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/15-040/index.html 

 

  

https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/15-030/index.html
https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/15-040/index.html
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⑩ 静岡県「静岡県観光交流の動向」 

目 的 

県内の宿泊施設、観光施設（地点）、スポーツレクリエーション施設、行

祭事及びイベント等の観光交流客数を調査し、今後の観光交流促進に向け

た施策の基礎資料とする。 

対 象 宿泊施設、観光地・観光施設、イベント 

調 査 事 項 

観光交流客数とは、県内の各地域を訪れた人の延べ人数とし、①宿泊客数

及び②観光レクリエーション客数を合計したものである。 

① 宿泊客数 

・旅館、ホテル、民宿等に宿泊した客数（延べ泊数）を集計 

② 観光レクリエーション客数 

・観光施設（地点）、スポーツレクリエーション施設、行祭事及びイベ

ント等への入場者・参加者数等を集計（年間の入込客数が１千人以上

のものが対象） 

・調査対象施設（地点）・行祭事等数は、合計 920 （地点、イベント） 

調 査 時 期 
各施設等の毎月の客数を四半期ごとに調査し、その調査結果は毎年８月頃

に１年分をまとめて公表 

調 査 方 法 各市町からの報告及び県一括調査による。 

Ｕ Ｒ Ｌ https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/21-010/index.html 

 

  

https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/21-010/index.html
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⑪ 静岡県「静岡県における観光の流動実態と満足度調査」 

目 的 
静岡県を訪れる旅行客の流動実態と静岡県の観光に対する満足度を把握

し、今後の観光施策展開のための基礎資料とする。 

対 象 

静岡県内の観光施設、駅など立寄施設や宿泊施設を訪れた観光客 

立 寄 施 設 約 1,600件／四半期 

宿 泊 施 設 約 400件／四半期 

合 計 約 2,000件／四半期 

＝ 約 8,000件／ 年 

調 査 事 項 観光客の属性、旅行形態、旅行内容、消費額及び満足度 

調 査 時 期 春季調査：６月、夏季調査：８月、秋季調査：11 月、冬季調査：１月 

調 査 方 法 

立寄施設：各施設にて調査員が聞き取り（平日から１日、土日祝から１日） 

宿泊施設：各宿泊施設にて配布、後日郵送による自記形式 

 

（調査場所）  

 立寄施設 宿泊施設 

伊豆地域 

伊東マリンタウン 

城ヶ崎海岸 

伊豆フルーツパーク 

下田海中水族館 

韮山反射炉 

堂ヶ島マリン 

旅館・ホテル 

計 17 施設 

富士地域 

御殿場プレミアム・アウトレット 

富士川楽座 

白糸の滝 

富士山こどもの国 

富士山本宮浅間大社 

柿田川公園 

旅館・ホテル 

計 ３施設 

中部地域 

焼津さかなセンター 

エスパルスドリームプラザ 

日本平ロープウェイ 

川根温泉ふれあいの泉 

三保松原 

玉露の里 

旅館・ホテル 

計 ５施設 

西部地域 

浜名湖ガーデンパーク 

法多山尊永寺 

小國神社 

掛川花鳥園 

うなぎパイファクトリー 

はままつフラワーパーク 

旅館・ホテル 

計 ８施設 

  

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.pref.shizuoka.jp/kankosports/kanko/kankoseisaku/1040866/1050916.html 



86 

⑫ 静岡県「静岡県統計年鑑（衛生）」 

目 的 

静岡県統計年鑑は、総合統計書として、静岡県の人口・経済・社会及び文

化など各分野にわたる基本的な統計資料を広く集録し、本県の推移と現状

を明らかにするもの。 

対 象 旅館・ホテル、簡易宿泊所 

調 査 事 項 市町別の旅館・ホテル、簡易宿泊所の施設数及び客室数 

調 査 時 期 毎年３月 31日時点の値 

Ｕ Ｒ Ｌ https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/17-140/index.html 

 

⑬ 静岡県「静岡県統計年鑑（運輸・通信）」 

目 的 

静岡県統計年鑑は、総合統計書として、静岡県の人口・経済・社会及び文

化など各分野にわたる基本的な統計資料を広く集録し、本県の推移と現状

を明らかにするもの。 

対 象 
鉄道運輸状況、バスタクシー旅客輸送実績（概数）、高速道路インターチ

ェンジ別出入交通量 

調 査 事 項 市町別の旅館・ホテル、簡易宿泊所の施設数及び客室数 

調 査 時 期 毎年 4月 1日～3月 31 日 

Ｕ Ｒ Ｌ https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/10-050/index.html 

 

⑭ 静岡県「富士山静岡空港の利用状況」 

対 象 富士山静岡空港に就航する航空路線 

調 査 事 項 
路線ごとの提供座席数、搭乗者数、搭乗率 

富士山静岡空港の就航予定便数、就航便数、就航率 

調 査 時 期 毎月実施 

調 査 方 法 航空会社からの情報提供を集計 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/about-airport/data/situation/ 

 

  

https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/17-140/index.html
https://toukei.pref.shizuoka.jp/chosa/10-050/index.html
https://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/about-airport/data/situation/
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⑮ するが企画観光局「観光関連事業者景況調査」 

目 的 

観光業界の景況感や経営状況を調査するもの。特に、コロナ禍で経済的打

撃を被っている実情をリアルタイムに把握するため、当面の間は毎月実施

する。調査結果は、このホームページで公表するほか、地域の観光団体、

商工団体、行政などに提供し、今後の施策の企画・立案や各種要望活動の

参考資料としてご活用いただく。 

対 象 
静岡県中部地域（静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、

川根本町）の主な観光関連事業者 約 340事業者 

調 査 事 項 

・前月と比べた当月の景況感 

・当月と比べた今後２～３か月先の景況感の見通し 

・昨年同月（コロナ禍）と比べた当月の景況感 

・2019年同月（コロナ禍以前）と比べた当月の景況感 ほか 

調 査 時 期 
毎月実施。調査対象月の翌月初旬に調査票を送付。 

※2024年度より四半期ごとの実施に変更 

調 査 方 法 郵送又はインターネットによるアンケート調査 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.visit-shizuoka.com/survey_report/ 

 

⑯ するが企画観光局「令和３年度 観光関連事業所実態調査」 

目 的 

地域の観光関連事業所の客数や客層、売上規模、ターゲット、受入環境等

を調査するものです。調査結果は、地域の観光団体、商工団体、行政など

に提供し、今後の施策の企画・立案や各種要望活動の参考資料とするほか、

観光が地域にもたらす経済効果の算出等で活用します。 

対 象 
静岡県中部地域（静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、

川根本町）の主な観光関連事業者 1,077事業者 

調 査 事 項 

・事業所の基本情報と経営情報 

・事業所の客層 

・事業所の広告・宣伝 

・事業所の営業方針（ターゲット） 

・事業所の受入環境 

・その他の取組状況（SDGs、バリアフリー、BCP） 

調 査 時 期 2021（R3）年 12月に調査票発送。 

調 査 方 法 郵送又はインターネットによるアンケート調査 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.visit-shizuoka.com/survey_report/ 

 

  

https://www.visit-shizuoka.com/survey_report/
https://www.visit-shizuoka.com/survey_report/
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⑰ するが企画観光局「ＭＩＣＥ開催支援実績」 

目 的 
当地域における開催実績を把握し、誘致活動でアピールする実績をまとめ

るとともに、誘致施策の効果検証の参考とするため。 

対 象 するが企画観光局が支援した MICE 案件 

調 査 事 項 
するが企画観光局の支援実績に基づき、Meeting、Incentive、Convention、

Exhibitionごとに定例案件と新規案件の件数、参加者数を集計する。 

調 査 時 期 随時 

調 査 方 法 するが企画観光局にて集計 

Ｕ Ｒ Ｌ －－－－－ 
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【コラム】ケーススタディ ～「マーケットに合わせる」という原点回帰～ 

 

活況を呈するインバウンド市場 

新型コロナウイルス感染症という未曽有の危機を経て、日本のインバウンド観光市場は

目覚ましい回復を遂げている。全国の観光地や都市部では、多様な国からの旅行者の姿が

もはや日常の光景となり、その活気はコロナ禍以前を凌ぐ勢いさえ感じさせる。 

まず、訪日外客数の全体像を概観したい。図１は、訪日外客数の年間値の推移を示した

ものである。コロナ禍直前の 2019年には約 3,200万人と過去最高を記録したが、その後

の世界的な移動制限により、ごくわずかな

水準まで激減した。しかし、2023年には

2,500 万人を超えて 2019年の約８割まで

回復し、更に 2024 年には約 3,700万人と

2019 年を 16%上回った。この力強い数字

は、インバウンド需要が単に「回復」した

だけでなく、新たなフェーズへ突入したこ

とを示している。 

図１ 訪日外客数の年間値の推移   
（出典:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客統計」）  

 

この増加の波は、旅行先の選択にも変化をもたらしている。これまでインバウンド需要

は、いわゆるゴールデンルートを中心とした都市部に集中する傾向があったが、その傾向

は変わりつつある。 

図２は、2024 年の月別宿泊者数をコロナ前の 2019年同月比で、「三大都市圏（※

１）」とそれ以外の「地方部」に分けて示したものである。三大都市圏では、2024 年の年

初から一貫して 2019年を 40%以上も上回る高い水準で推移しており、インバウンド需要の

受け皿として引き続き強い存在感を示している。 

一方で、より注目すべきは地方部の動向である。グラフが示すように、地方部における

宿泊者数は、年の前半こそ 2019 年水準をわずかに下回って推移していたが、夏以降には

都市圏に迫る勢いの急速な伸びを見せ

ている。これは、一度日本を訪れたリ

ピーター層の増加や、より深い文化体

験を求める旅行者の増加を背景に、そ

の関心が都市部のみならず、日本各地

の多様な魅力へと広がり始めているこ

との証左と言えるだろう。 

図２ 宿泊者数の 2024 年/2019年比率   
（出典:国土交通省 観光庁「宿泊旅行統計調査」）   
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以上から、現在のインバウンド市場は、全体的な「量の回復」フェーズを越え、旅行先

の多様化、すなわち「地方への本格的な拡大」という新たなステージに移行したことが示

唆される。 

では、この大きな潮流を捉え、自らの魅力と結びつけた成果に繋げるためには、どのよ

うな視点や取り組みが求められるのか。この問いに対する１つの答えとして、ある宿泊施

設の取り組みをケーススタディとして紹介していく。 

 

事例から学ぶインバウンド戦略 

前述した変化を的確に捉え、大きな成果を上げている施設が静岡県焼津市にある。1851

年創業の老舗旅館「湊のやど 汀家（みぎわや）」だ。 

同施設のインバウンド客の比率は、コロナ禍を経て劇的に増加。図３に示すとおり、

2019 年度には 4.2％だったものが、2024年度には 17.2％にまで達し、人泊数ベースでは

2019 年比で３倍以上という驚異的な伸びを示している。この成功により、平日でも稼働率

はほぼ９割を維持するという。 

これは偶然の産物ではなく、コロナ禍で国内外の移動が停滞する中、「必ずインバウン

ド需要は回復し、増加する」という時流を正確に読み、それに向き合う決断をし、行動に

移した結果である。その戦略の根幹にあるのは、「マーケットの文化・ニーズに徹底して

合わせる」という、シンプルながらも本質を突いた哲学だ。本稿では、汀家が実践する２

つの基本戦略から、その成功の要因を紐解いていく。 

図３ 汀家インバウンド客数の推移（出典:汀家提供資料を当財団により一部加工） 
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戦略①：海外 OTAへの掲載と「アナログな一手間」 

インバウンド集客の第一歩は、マーケットにおける高シェアのプラットフォーム上で

「候補」として認識されることである。そもそも情報がリーチできなければ、候補にすら

挙げられない。汀家は、インバウンド客に広く利用される「Booking.com」や「Agoda」と

いった海外 OTA に早くから情報を掲載した。ちなみに、これを宿泊施設以外に置き換える

のであれば、「Google Maps」や「Trip adviser」のようなプラットフォームが考えられ

る。 

（Booking.com ウェブサイトより引用） 

 

ただし、日本の宿泊施設、特に２食付きが基本の旅館にとって、夕食なしのホテル利用

を前提とした海外 OTAの仕様は、掲載事業者にとって必ずしも使いやすいものではない。

宿泊プランの詳細や、アレルギーの有無、交通手段といった細かな情報が伝わりにくく、

意図せぬミスマッチが発生しやすいという課題があった。 

この課題に対し、汀家が打った手は極めてアナログかつ丁寧なものだった。それは、

「全予約者に対する事前の確認メール」である。予約者全員に対して予約内容を確認する

メールを１通１通送信し、返信があるまで確認を続ける地道な作業により、到着後のトラ

ブルは劇的に減少し、結果としてスタッフの業務負荷の軽減と、顧客からの評価向上につ

ながった。2009 年のリニューアルで客室をあえて８室に絞り、高付加価値化を図ったから

こそ可能となった、中小規模施設ならではの強みを生かした対応といえる。 

確認メールのイメージ（実際は英語で送信） 

 

 ○○様 

 この度は 2024年 9月 17日(土)から 1名でのご予約をいただきありがとうございます。 

 湊のやど汀家でございます。 

 

 ご宿泊に当たり 

 ・男女の人数 

 ・食べ物のアレルギー 

 を教えていただけますでしょうか。 

 

 また、夕食がついていない朝食のみプランをご予約いただいておりますがお間違いない 

 でしょうか。当日での夕食付プランへの変更はできかねますので、変更をご希望の際は 

 宿泊日の前日までにお申し付けください。 
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戦略②：「食事なしプラン」がもたらす新たな価値 

汀家の戦略で、より核心的なのが「食事なしプラン」を主力商品の一つとして積極的に

販売している点だ。 

そもそも、宿泊施設で豪華な夕食・朝食をとるというスタイルは、日本特有の文化とも

いえる。多様な食文化や信条（ベジタリアン、宗教上の禁忌など）を持つインバウンド客

のすべてが、日本の旅館が提供する画一的な食事を望んでいるわけではない。このマーケ

ット側の文化・ニーズを深く理解し、柔軟に対応することこそが、集客の間口を広げ、稼

働率を高める鍵となる。 

では、「食事なしプラン」を選んだ顧客は、どこで食事をとるのか。ここに、汀家の取

り組みの真骨頂がある。彼らが提案するのは、「地元のリアルな飲食店」と「日本のコン

ビニ文化」だ。社長自らが通い、本当に美味しいと薦められる居酒屋や飲食店を紹介する

ことで、ゲストは観光客向けではない「オーセンティック（本物）」な日本の日常を体験

できる。たどたどしい日本語で注文し、地元の人々で賑わう空気感に触れる。こうした体

験こそが、忘れられない旅の思い出となり、高い満足度を生むのだ。 

この取り組みは、顧客満足度の向上に留まらない。自館だけで利益を囲い込むのではな

く、ゲストを地域に送り出すことで、地域全体にお金が落ちる好循環を生み出している。

自社の成功が、地域の活性化にも直結する。これこそが、持続可能な観光の理想的な姿の

１つである。 

 

「ないものねだり」から「あるもの探し」へ 

汀家の事例は、インバウンド戦略において重要な２つの視点を示唆している。 

１つは、「観光地ではないこと」を強みに転換する視点だ。オーバーツーリズムが問題

化する有名観光地にはない「静けさ」。そして、ありのままの日本の日常に触れられる

「本物」の体験。これらは、喧騒を離れて深い日本を求める旅行者にとって、何物にも代

えがたい価値となる。 

もう一つは、「強みへの投資」という考え方とその定

義である。汀家は広告に多額の費用を投じる代わりに、

自らの最大の強みである「客室空間」そのものに投資し

ている。ここで極めて重要なのは、その「強み」が、事

業者側の思い込みではないという点だ。事業者が「これ

が我々の強みだ」と信じているものが、必ずしもマーケ

ット、すなわち顧客が求める価値と一致するとは限らな

い。 

汀家の成功の本質は、自社の資産（静かな環境、上質

な空間）とインバウンド客のニーズ（本物の体験、食事

の自由度）を客観的に分析し、両者が重なる部分を「真
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の強み」として再定義したことにある。これは、自らの思い込みを排し、マーケットの視

点から自社の価値を客観視するプロセスに他ならない。この客観視があったからこそ、的

確な投資が顧客満足に結びつき、優れた口コミとなって新たな顧客を呼び込む好循環が生

まれたのだ。 

汀家の取り組みから我々が学ぶべきは、言語対応や決済手段の整備といった実務的な対

応（もちろんこれらも重要である）以上に、「マーケットに真摯に向き合い、柔軟に対応

する姿勢」、そして「ないものねだりをするのではなく、自らが置かれた状況の中から顧

客が求める価値＝強みを見出し、磨き上げる視点」である。この考え方は、業種や規模を

問わず、全ての観光事業者が応用可能な、普遍的な成功法則と言えるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 三大都市圏は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵

庫県を指す。 

 

 

 

   
 

   
するが企画観光局職員による視察の様子 
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するが観光レポート 

～静岡県中部地域の観光をとりまく現状～ 

2025（令和７）年６月 

 

公益財団法人するが企画観光局 

（地域連携ＤＭＯ） 

 

〒420-0837 静岡市葵区日出町１－２ TOKAI日出町ビル９階 

ＴＥＬ 054-204-6677（調査分析グループ） 

ＦＡＸ 054-205-3639 

Ｍ Ａ Ｉ Ｌ info@suruga-mtb.or.jp 
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